
【出店概要】

開催時間：10:00～12:00

開催場所：せせらぎ館ウッドデッキ内

募集期間：11月1日(水) ～ 11月30日（木）

結　  　果：12月1日(金)

事前打合：12月4日(月) 9:30～11:00／ 7日(木)・18日(月)13:30～16:00　いずれかの日程で30分程度

※2023年度内でご出店がある方で内容の変更がない方は打合せ免除

募　　  集：各回５店程度　応募多数の場合は抽選となります

出 店  料：１枠 2200円（サイズ180㎝×100㎝）※ウッドデッキ使用料:700円含む

雨　　天：中止となります（前日14:00までにご連絡の上、出店料はご返金致します）

【注意事項】★必ずご確認ください

●出店について●

・期日までにお申込みください。申込書(別紙)に全てご記入の上、せせらぎ館宛にメールにてご連絡ください。

・お申込み多数の場合は抽選になりますのでご了承ください。

・当選された方には、こちらからメールにてご連絡させて頂きますので一度事前打ち合わせをお願いします。

　※期日までにご返信がない場合や打合せができない場合はご案内できない場合もございます。

・テント・テーブル・椅子などの備品は、ご自身のブーススペース（180㎝×100㎝）に収まるサイズであればお持ち込み頂けます。

　ブースサイズの考慮をお願いいたします。

・草っぱらにて出店をご希望の場合、有料備品のご用意もございます。必ず事前申し込みが必要となります。【テント(1張り)　700円】　

　　　※必ず出店申し込みの際に申請ください。数に限りがあり、ご用意できない場合がございますのでご了承ください

・ブース位置のレイアウトについては事務局にて行います。個別のご要望は承っておりませんのでご了承ください。

・事務局での両替は受け付けておりません。各出店者にてご準備ください。

・出店者によるゴミは各自で管理および回収してください。

・Wi-Fiのご用意はございません。ご入用の場合は各自ご用意下さい。

・出店者、および出店者と来場者にて発生する事故・苦情・トラブルについては事務局は一切の責任を負いません。

●出店禁止事項●

・特定の主義・主張・思想の提唱を目的とする出展やポスターの張り出し・ビラの配布、占い、募金活動

・申込の際に提供された登録情報の全部又は一部が不正確である場合、又は不足、虚偽、誤記若しくは記載漏れが含まれている場合

・中古品の販売

・他の出店者を妨害、支障等をきたす行為を行った場合

・未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人､保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合

・暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又

は

特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」といいます）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持・運営・

経営に協力・関与するなど、反社会的勢力との何らかの交流・関与を行っている場合

せせらぎマルシェ2023

★令和5年度 出店募集開催日★

1/6 ・ 2/3 ・ 3/2 ※いずれか1回の出店



●出店料について●

・出店料はお振込みとなります。銀行振込時の控えが公的な領収書となります。

出店申込時の振込名義には領収書として必要な名義（個人名・事業者名・法人名等）をご記入ください。

・強い雨や強風等の荒天が予想されている場合は開催中止とさせて頂きます（前日14：00までに連絡）

　開催中止となった場合、お支払済みの出店料金はご返金いたします。ただし、出店準備に掛かる費用や交通費・宿泊費等、その他

  事務局に直接お支払い頂いた出店料に含まれない費用については運営事務局では負担いたしかねますのでご了承ください。

・自己都合によるキャンセルの場合はすでにご入金いただきました出店料・備品代につきましてのご返金は致しかねます。

●食品を扱う場合について●　食品の販売を予定されている方は、以下の注意事項をご確認ください。

　例：弁当、サンドイッチ等調理パン、コーヒー、紅茶   ※ペットボトルやパックのお飲み物は可

　◇食品を販売される場合は、必ず衛生管理責任者の名前を申請書にご記入ください。

　◇食品を販売される場合は、必ず食品表示ラベルを添付ください

　　　※ラベルについては別紙詳細をご確認ください     ※詳細は事務局までお問合せください

・火気の取り扱いはできません。

　・大田区保健所食品衛生課のご指導のもと、衛生管理や温度管理、現地での調理行為が必要なものの販売はご遠慮いただきますのでご了承のほど

をお願いします。

・開催当日の会場において、事務局や大田区食品衛生課からの保健衛生に関する指導がある場合は必ず従ってください。

また、当日も食中毒等の事故がないよう、衛生管理には細心の注意を払ってください。


